
JP 4575366 B2 2010.11.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システム中のアクセスポイントからのリバースアクティビティビットを受信し、
　フィルタを通ったリバースアクティビティビットを形成するためにこのリバースアクテ
ィビティビットをデジタルフィルタに通し、これにより前記リバースアクティビティビッ
トの値が累積され、
　このフィルタを通ったリバースアクティビティビットを閾値と比較し、
　この比較の結果が、通信システム中の干渉が小さいことを示す場合には予め設定された
複数のデータレート設定モードからデータレートを少なくとも１段階増加させるモードを
選択し、大きいことを示す場合にはデータレートを少なくとも１段階減少させるモードを
選択し、
　選択されたモードに応じてデータレートを決定する、
　アクセス端末のリバースリンク通信のデータレートを決定するための方法。
【請求項２】
　通信システム中のアクセスポイントからのリバースアクティビティビットを受信し、
　前記リバースアクティビティビットをデジタルフィルタに通してフィルタを通ったリバ
ースアクティビティビットを形成し、
　このフィルタを通ったリバースアクティビティビットに基づいてデータレートを決定し
、
　前記アクセス端末がアイドルモードであるかを決定し、
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　前記リバースアクティビティビットの実際の値に関係なく前記アクセス端末がアイドル
モードのときに前記リバースアクティビティビットのノンビジー状態値を前記デジタルフ
ィルタに通す、
　アクセス端末のリバースリンク通信のデータレートを決定するための方法。
【請求項３】
　通信システム中のアクセスポイントからのリバースアクティビティビットを受信するた
めの手段と、
　フィルタを通ったリバースアクティビティビットを形成するためにこのリバースアクテ
ィビティビットをデジタルフィルタに通し、これにより前記リバースアクティビティビッ
トの値が累積される、手段と、
　このフィルタを通ったリバースアクティビティビットを閾値と比較する手段と、
　この比較の結果が、通信システム中の干渉が小さいことを示す場合には予め設定された
複数のデータレート設定モードからデータレートを少なくとも１段階増加させるモードを
選択し、大きいことを示す場合にはデータレートを少なくとも１段階減少させるモードを
選択する手段と、
　選択されたモードに応じてデータレートを決定する手段と、
を具備するアクセス端末のリバースリンク通信のデータレートを決定する装置。
【請求項４】
　通信システム中のアクセスポイントからのリバースアクティビティビットを受信するた
めの手段と、
　フィルタを通ったリバースアクティビティビットを形成するためにこのリバースアクテ
ィビティビットをデジタルフィルタに通す手段と、
　このフィルタを通ったリバースアクティビティビットに基づいてデータレートを決定す
る手段と、
　前記アクセス端末がアイドルモードであるか否かを決定する手段と、
　そのアクセス端末が前記リバースアクティビティビットの実際の値の如何にかかわらず
にアイドルモードであるときは前記リバースアクティビティビットのノンビジー状態値を
前記デジタルフィルタに通す手段と、
を具備するアクセス端末のリバースリンク通信のデータレートを決定する装置。
【請求項５】
　通信システム中のアクセスポイントからのリバースアクティビティビットを受信するた
めの受信機と、
　フィルタを通ったリバースアクティビティビットを形成するためにこのリバースアクテ
ィビティビットをデジタルフィルタに通し、これにより前記リバースアクティビティビッ
トの値を累積し、このフィルタを通ったリバースアクティビティビットを閾値と比較し、
この比較の結果が、通信システム中の干渉が小さいことを示す場合には予め設定された複
数のデータレート設定モードからデータレートを少なくとも１段階増加させるモードを選
択し、大きいことを示す場合にはデータレートを少なくとも１段階減少させるモードを選
択し、選択されたモードに応じてデータレートを決定するプロセッサと、
を具備するアクセス端末のリバースリンク通信のデータレートを決定する装置。
【請求項６】
　通信システム中のアクセスポイントからのリバースアクティビティビットを受信するた
めの受信機と、
　フィルタを通ったリバースアクティビティビットを形成するためにこのリバースアクテ
ィビティビットをデジタルフィルタに通し、このフィルタを通ったリバースアクティビテ
ィビットに基づいてデータレートを決定するためのプロセッサとを具備し、
　前記プロセッサは、前記アクセス端末がアイドルモードであるか否かを決定するための
命令を含み、
　更に、前記プロセッサは、前記リバースアクティビティビットの実際の値の如何にかか
わらずに、そのアクセス端末がアイドルモードであるときは前記リバースアクティビティ
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ビットのノンビジー状態値を前記デジタルフィルタに通す、
アクセス端末のリバースリンク通信のデータレートを決定する装置。
【請求項７】
　通信システム中のアクセスポイントからのリバースアクティビティビットを受信し、
　フィルタを通ったリバースアクティビティビットを形成するためにこのリバースアクテ
ィビティビットをデジタルフィルタに通し、
　前記アクセス端末がアイドルモードであるか否かを決定し、
　そのアクセス端末がアイドルモードであるときは前記リバースアクティビティビットの
ノンビジー状態値を前記デジタルフィルタに通し、
　前記フィルタを通ったリバースアクティビティビットを閾値と比較し、
　この比較に基づいて前記リバースリンク通信データレートの増加叉は減少のアグレッシ
ブネスレベルの基準セットを定義するためのリバースリンクデータレート決定モードを決
定し、
　前記リバースリンクデータレート決定モードに対応する前記フィルタを通ったリバース
アクティビティビットに基づいて前記データレートを決定する、
アクセス端末のリバースリンク通信のデータレートを決定する方法。
【請求項８】
　通信システム中のアクセスポイントからのリバースアクティビティビットを受信する手
段と、
　フィルタを通ったリバースアクティビティビットを形成するためにこのリバースアクテ
ィビティビットをデジタルフィルタに通す手段と、
　前記アクセス端末がアイドルモードであるか否かを決定する手段と、
　そのアクセス端末がアイドルモードであるときは前記リバースアクティビティビットの
ノンビジー状態値を前記デジタルフィルタに通す手段と、
　前記フィルタを通ったリバースアクティビティビットを閾値と比較する手段と、
　この比較に基づいて前記リバースリンク通信データレートの増加叉は減少のアグレッシ
ブネスレベルの基準セットを定義するためのリバースリンクデータレート決定モードを決
定する手段と、
　前記リバースリンクデータレート決定モードに対応してリバースアクティビティビット
に基づいて前記データレートを決定する手段と、
を具備するアクセス端末のリバースリンク通信のデータレートを決定する装置。
【請求項９】
　通信システム中のアクセスポイントからのリバースアクティビティビットを受信し、
　フィルタを通ったリバースアクティビティビットを形成するためにこのリバースアクテ
ィビティビットをデジタルフィルタに通し、
　このフィルタを通ったリバースアクティビティに基づいてデータレートを決定し、
　前記フィルタを通ったリバースアクティビティビットに基づいてリバースリンクデータ
レート決定のモードを選択して選択モードに設定し、
　前記データレート決定のステップは、前記リバースアクティビティビットに対してこの
選択されたモードを適用するステップを含み、
　前記デジタルフィルタに通すステップは、
　前記アクセス端末がアイドル状態でないときには前記リバースアクティビティビットを
前記デジタルフィルタに通し、前記リバースアクティビティビットの実際の値にかかわら
ず前記アクセス端末がアイドル状態のときには前記リバースアクティビティビットが非ビ
ジー状態であるときに対応する値を前記デジタルフィルタに通すステップを含む、
アクセス端末のリバースリンク通信のデータレートを決定する方法。
【請求項１０】
　「ＣＤＭＡ通信システム中のアクセスポイントからのリバースアクティビティビットを
アクセス端末で受信し、
　フィルタを通ったリバースアクティビティビットを形成するために、このリバースアク
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ティビティビットをデジタルフィルタに通し、これにより前記リバースアクティビティビ
ットの値が累積され、
　このフィルタを通ったリバースアクティビティビットを閾値と比較し、
　この比較の結果が、ＣＤＭＡ通信システム中の干渉が小さいことを示す場合には予め設
定された複数のデータレート設定モードからデータレートを少なくとも１段階増加させる
モードを選択し、大きいことを示す場合にはデータレートを少なくとも１段階減少させる
モードを選択し、
　選択されたモードに応じてデータレートを決定し、
　フィルタを通したリバースアクティビティビットを用いることにより予め受信された値
からセクタローディングの指示を見積もり、
　このセクタローディングの指示に基づいて、クローズドループリソースアロケーション
（ＣＬＲＡ）のレートリミットを決定する、
　符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）通信システムのアクセス端末のリバースリンク通信のデ
ータレートについてＣＬＲＡレートリミットを決定する方法。
【請求項１１】
　更に、前記セクタローディングの指示に基づいてリバースリンクデータレート決定のモ
ードを選択して選択モードに設定するステップを有し、
　前記ＣＬＲＡレートリミット決定のステップは、前記選択されたモードに応じてリバー
スアクティビティビットを処理するステップを含む、請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気通信の分野、特に無線電気通信システムにおけるデータ送信性の向上のた
めのシステムと方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な無線音声／データ通信システムの各基地局にはカバーエリアが付属している。
このエリアはセクタと称されている。このセクタ内の移動局はデータを基地局に送信する
とともに基地局からデータを受信する。特にデータ通信の関連においては基地局はアクセ
スネットワークと称され、移動局はアクセス端末と称される。アクセス端末は一つ以上の
アクセスネットワークと同時に通信を行い、アクセス端末の移動に伴ってそれと通信を行
うアクセスネットワークが順次切り換えられる。
【０００３】
　特定のアクセスネットワークと特定のアクセス端末との間の通信のパラメータはそれら
の相対位置および相互間で送受信される信号の品質と強度による。例えば、アクセス端末
がアクセスネットワークから遠く離れると、アクセス端末が受信するアクセスネットワー
クからの信号の強度が低下する。従って、受信データのエラー率が高まる。アクセスネッ
トワークは主として距離の増加によるエラーの増加をアクセス端末へのデータレートを低
下させることで補償している。これにより、アクセス端末はアクセスネットワークからの
信号の受信と復号動作を少ないエラーで可能とする。アクセス端末がアクセスネットワー
クに近づくと、信号強度が増加してアクセス端末へのデータの伝送を高いデータレートで
できるようになる。
【０００４】
　同様に、アクセス端末がアクセスネットワークから遠くに移動すると、アクセスネット
ワークにより受信されるアクセス端末からの信号の強度が低下し、エラーが生じる率が高
くなる。アクセスネットワークと同様に、アクセス端末でもアクセスネットワークとの距
離が離れるに従ってそのデータレートを低下させることで信号を低いエラーで受信できる
ように補償している。アクセス端末はさらにアクセスネットワークから要求があったとき
はその電力出力を増加させてエラー率を低下させる。更にアクセス端末がアクセスネット
ワークに近接すると信号強度が高まって高いデータレートが可能となる。
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【０００５】
　あるシステムにおいてはアクセス端末がアクセスネットワークへのデータ伝送レートを
決定する。このレートは多くのファクタによって決定される。主なファクタは、アクセス
端末とアクセスネットワークとが通信できる絶対最大レート、アクセス端末の許容電力出
力に基づく最大レート、アクセス端末が各々キューとして持っているデータ量により決定
される最大レート、およびレートのランプアップ限界による許容最大レートなどである。
このシステムにおいて、これらのレートは選択されたデータレートを越えることができな
いハード限界を示している。換言すれば、選択されたデータレートはこれら４つのデータ
レートの最小値より高くない。
【０００６】
　これらのレートの内の最初の二つ（絶対レートと電力限界最大レート）のレートは、シ
ステムの物理的な限界とアクセス端末では制御できないことに基づいている。３番目と４
番目のレート（データによる決定およびランプアップ限界による）は変更可能であり、ま
たアクセス端末における特定の有効な条件に基づいてダイナミックに決定される。
【０００７】
　データにより決定されるレートは本質的にアクセス端末による伝送のために用意された
データ量によって決定できる最大のレートである。例えば、アクセス端末がその伝送キュ
ーとして１０００ビットを持っていれば、３８．４ｋｐｂｓのデータレート（１０２４ビ
ット/フレーム）が使用されるが、それより高い７６．８ｋｐｂｓのレート（２０４８ビ
ット/フレーム）は使用できない。時間のフレームが単位時間の中で規定され、例えば、
ＩＳ－８５６によって定義されたｃｄｍａ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯシステムではひとつ
の時間のフレームは２６．６６６ｍｓである。アクセス端末の伝送キューの中にデータが
無い場合には、伝送レートは規定されない。
【０００８】
　急激なランプアップが他のアクセス端末により検知される干渉を急に増加させること、
およびこれらのアクセス端末の動作内容を低下させることなどを考慮に入れて、ランプア
ップ制限レートは許容される最大レートである。もしも各アクセス端末のランプアップが
制限されると、それが原因となる干渉のレベルがより緩やかに変化し、他のアクセス端末
が干渉の増加に対応するようにその動作データレートおよび送信電力をより簡単に調整で
きるようになる。このランプアップ制限レートは更に計算処理されてデータレートのラン
プダウンを制御することが出来ることが分かる。全体としての効果はデータレートの変動
を広く且つ高速で減少させることができ、これによりシステム中のアクセスネットワーク
とアクセス端末の全体の動作を安定させることである。
【０００９】
　ランプアップ制限レートの変化（データレートの増加、減少のいずれに関しても）が制
御されるが、データ適正化レートは制御されない。もしアクセス端末が高速レートに適応
する充分なデータを突然持つと、データ適正化レートは突然増加する。もしアクセス端末
からデータが消失すると、データ適正化レートは急激にゼロに低下する。データ適正化レ
ートの突然の増加はランプアップ制限レートが制御されているので何ら問題とはならない
。上述の４つのレートの最小値が選択されたデータレートの最大値を設定するので、ラン
プアップ制限レートはこの状態で制御される。しかしながら、データ適正化レートの突然
の減少は、このデータ適正化レートが他のいずれのレートより低いことに起因して制御（
次のフレームでデータ送信のために選択されたデータレートは４つのレートの中の最小値
であることを考慮して）されることから、実際のデータレートが低下される原因となる。
【００１０】
　従来のシステムにおいては、アクセス端末が送信すべきデータを持たない場合、データ
が送信されないことになる。これは明らかに直感的なことであり、従来の技術では有用な
バンド幅を無用のデータの送信に使わないようにすることが指示されている。データレー
トを急激に低下させる（例えばゼロに）ことから生じる問題の一つは、上述したように、
データレートを再び上昇させるときに多少の時間を必要とすることである。このように、
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データレートを低下させて再び上昇させる時にデータ送信の遅れが生じる。この遅れは特
にデータを突然大量に受信する場合または個々に独立のデータを受信する場合に生じる可
能性がある。このようなタイプのデータの一つはリアルタイムビデオデータであり、６０
－７０ミリセカンドの間隔の送信キューで５００－１０００バイトのパケットのデータを
受信する。このリアルタイムビデオデータは送信の遅れが特に目立つデータであり、その
ために遅れが許されないデータである。ネットワークを用いたゲームは他のアプリケーシ
ョンの一つであり、ここではデータの受信時間が一定ではなく、かつデータレーテンシイ
は重要なパフォーマンスの目安となる。従って、急激なデータレートのランプアップに対
してデータレートの適応決定を行い、かつ通信システムにおける不要な影響を少なくする
ための方法と装置が望まれている。
【発明の開示】
【００１１】
　アクセス端末のデータレートが他のアクセス端末に対する過剰な干渉の形成を防止する
ようにランプアップ制限レートを設計するが、更に他の干渉が過剰でない場合がある。こ
の発明の種々の態様によれば、セクタ中で数台のアクセス端末が動作中であることを検知
し、特定のアクセス端末に対してランプアップ制限レートにより許容された以上の値にデ
ータレートを設定することができる。セクタ中にいくつかの動作中のアクセス端末がある
と、ランプアップ制限レートによって設定されたランプアップ制限はシステム全体の動作
内容を低下させる。例えば、セクタ内の動作中のアクセス端末の動作内容を定性的に決定
し、リバースリンクアクティビティビットとその値の変動を監視することによって、この
発明の種々の態様によれば、システム全体の動作内容に実質的な影響を与えないで、ラン
プアップ制限レートによりデータレートの急激なランプアップのためにそのランプアップ
を最大にできる。
【００１２】
　広義には、この発明は、バースト状のデータの伝送のためにデータレートの早急なラン
プアップを可能とするようにリバースリンクデータ伝送レートを算出することにより、無
線通信システムのデータ伝送の動作内容を向上させるためのシステムと方法とを具備する
。この発明の一実施形態によれば、アクセス端末からリバースリンクを介してアクセスネ
ットワークへのデータ伝送のレートを決定するように構成された無線通信システムが提供
される。このアクセス端末は、データを伝送する為の伝送サブシステムとこの伝送サブシ
ステムに結合されてその制御情報を供給するように構成されたプロセッサとを含む。特に
、このプロセッサは伝送サブシステムがリバースリンクを介してデータを伝送できるデー
タレートを決定するように構成される。一実施形態において、このプロセッサはデータ適
正化レートと閉ループリソース割当てレートとを計算するように構成される。このプロセ
ッサは更に、最小データ適正化レートと、閉ループリソース割当てレートと、絶対最大レ
ートと、電力制限レートとを次の伝送フレームのためのデータ伝送レートとして選択する
。このプロセッサは、リバースアクティビティビット（ＲＡＢ）が所定の臨界値に達した
ときに、閉ループリソース割当てレートを制御して最大レベルに設定する。例えば、この
発明の色々な実施形態においてリバースリンク上での通信が可能であり、ＲＡＢが特定の
臨界値に達したときにデータ伝送のためのデータレートにおけるクイックスタートが可能
である。このことは一つの実施形態の中でプロセッサ中のデジタルフィルタにＲＡＢと関
連した統計データを保持することにより達成できる。
【００１３】
　この発明の一実施形態によるアクセス端末からアクセスネットワークへのリバースリン
ク上のデータ伝送における動作内容の向上のための方法では、第１のデータ伝送レートを
計算し、この第１のデータ伝送レートでリバースリンクによりデータを伝送し、無線通信
システムがノットビジー状態であることを示す所定の統計臨界値になって、アクセス端末
がＲＡＢを一定時間以上に亘って受信したときに、第１のデータ伝送レートを許容最大レ
ベルにランプアップする。この実施形態において、この許容最大レベルは他のレート決定
パラメータにより制限するようにしてもよい。
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【００１４】
　この発明の一実施形態は、アクセスネットワークへのリバースリンク上のデータ伝送レ
ートを決定するようにアクセス端末が構成された無線通信システムを具備する。このアク
セス端末は、データ伝送のための伝送サブシステムとこの伝送サブシステムに結合されて
その制御情報を与えるように構成されたプロセッサとを含む。特に、プロセッサは、第１
データ伝送レートを計算し、この第１データ伝送レートでデータをリバースリンク上に伝
送し、無線通信システムがノットビジー状態であることを示す所定の統計臨界値になって
、アクセス端末がＲＡＢを一定時間以上に亘って受信したときに、第１のデータ伝送レー
トを許容最大レベルにランプアップするように構成される。この実施形態において、この
許容最大レベルは他のレート決定パラメータにより制限するようにしてもよい。
【００１５】
　アクセス端末のリバースリンク通信のデータレートを決定するための方法と装置では、
通信システムのアクセスポイントからのリバースアクティビティビット（ＲＡＢ）を受信
し、このＲＡＢをデジタルフィルタに供給してフィルタを通ったＲＡＢを形成する。一つ
の実施形態において、リバースリンクデータレートはＲＡＢのフィルタを通した値に基づ
いて決定される。更に、アクセス端末のプロセッサはこのアクセス端末がアイドルモード
であるかを決定し、アクセス端末がアイドルモードであるときはＲＡＢのノンビジー状態
値をデジタルフィルタに供給する。フィルタを通ったＲＡＢは閾値と比較されてリバース
リンクデータレート決定に基づくモードを決定する。このモードはリバースリンク通信デ
ータレートを増加叉は減少させるアグレッシブネスレベルのための一組の臨界値を決定す
る。従ってプロセッサは、決定されたモードに応じてフィルタを通ったリバースアクティ
ビティビットに基づいてデータレートを決定する。
【００１６】
　この発明の他の実施形態はソフトウエアアプリケーションを有する。このソフトウエア
アプリケーションはアクセス端末に用いられたコンピュータまたは他のデータプロセッサ
により読み取り可能な媒体に具えられる。この媒体は、フロッピー（登録商標）ディスク
、ハードディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＲＯＭなどを含む
。この媒体はこれまで概略を説明したこの発明の方法をコンピュータ叉はデータプロセッ
サにより実行させるために構成された命令を含む。このコンピュータが読み取り可能な媒
体はアクセス端末の一部を構成するＲＡＭ叉は他のメモリを有することもできる。このア
クセス端末のプロセッサはこの明細書に記載された方法を実現することができる。
【００１７】
　この他に多くの実施形態が可能である。
【００１８】
　この発明の他の目的と効果は添付の図面を参照した以下の詳細な説明を読むことにより
明らかになるであろう。
【００１９】
　この発明の実施形態は多くの変更や変形が可能であるが、以下にその内の幾つかの実施
形態の説明を図面を参照して行う。しかしながら、以下の図面と説明はこの発明を限定す
ることは意図されてないことは勿論である。以下の説明は請求の範囲に述べられたこの発
明の範囲内における全ての変形例と均等例と代替例とをカバーするものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　この発明は広く言えばリバースリンクのためのデータ伝送レートの増加、減少を制御す
ることによる無線通信システムのデータ伝送の動作内容を向上させるシステムと方法を含
んでいる。
【００２１】
　図１にはこの発明の一実施形態の無線通信システムの一部を示す。この実施形態におい
て、このシステムは複数のアクセスネットワーク１２と複数のアクセス端末１４とを有す
る。各アクセスネットワーク１２はそれを取り囲むアクセス端末１４と通信を行う。アク
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セス端末１４は一つのセクタ内を移動するか、あるいは一つのネットワークに関連したセ
クタから他のアクセスネットワークに関連した他の異なるセクタに移動する。ここでは、
通信可能範囲はセクタ１６である。これらのセクタは実際には多少不規則なもので、他の
セクタと重複している場合もあるが、この図では点線及び破線で示したように概ね構成さ
れている。説明の簡単のために、アクセスネットワーク、アクセス端末、及びセクタの一
つにのみ参照符号を付してある。
【００２２】
　図２にはこの実施形態の無線通信システムの二つの隣接セクタ内のアクセスネットワー
クとアクセス端末とをより詳細に示す。このシステムにおいて、セクタ２０は一つのアク
セスネットワーク２２と数個のアクセス端末２４とを含む。セクタ３０は一つのアクセス
ネットワーク３２と一つのアクセス端末３４とを含む。アクセスネットワーク２２，３２
はアクセス端末２４，３４に対して以下フォワードリンク（ＦＬ）と称する伝送路を介し
てデータを伝送する。アクセス端末２４，３４はリバースリンク（ＲＬ）を介してアクセ
スネットワーク２２，３２に対してデータを送り返す。
【００２３】
　図３には一つの実施形態におけるアクセス端末の構成を機能ブロックとして示す。この
実施形態においてアクセス端末は送信サブシステム４４と受信サブシステム４６とに結合
されたプロセッサ４２を有する。送信サブシステム４４と受信サブシステム４６は共用ア
ンテナ４８に結合される。プロセッサ４２はデータを受信サブシステム４６から受け、こ
のデータを処理し、処理したデータを出力装置５０を介して出力する。プロセッサ４２は
更に、データソース５２からのデータも受信し、このデータを送信するために処理する。
処理されたデータは送信サブシステム４４に供給されリバースリンクを介して送信される
。受信サブシステム４６とデータソース５２からのデータの処理に加えて、プロセッサ４
２はアクセス端末の色々なサブシステムを制御するように構成される。特に、プロセッサ
４２は送信サブシステム４４を制御する。アクセス端末における以下に説明する機能はプ
ロセッサ４２において行われる。メモリ５４はプロセッサ４２に結合され、プロセッサに
おいて用いられるデータを格納する。
【００２４】
　一つの実施形態において、システムとしてはｃｄｍａ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯシステ
ムが用いられる。このシステムの主な特徴は公知のＩＳ－８５６データ通信スタンダード
に定義されている。このスタンダードは符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）スタンダードのＩ
Ｓ－９５ファミリーに基づいている。名称“１ｘＥＶ－ＤＯ”はｃｄｍａ２０００ファミ
リー（“１ｘ”）およびデータ最適化（“ＤＯ”）動作のためのスタンダード（“ＥＶ”
）の発展に関連して付されている。１ｘＥＶ－ＤＯシステムは無線インターネット接続の
ために主として最適化され、このためにフォワードリンク上における高いデータスループ
ットが望ましい。　　
【００２５】
　１ｘＥＶ－ＤＯシステムはフォワードリンク上で３８．４ｋｂｐｓから２．４Ｍｂｐｓ
（ゼロレート以外に）までの１２の異なる所定データレートの一つでデータを通信するよ
うに設計される。これらの所定データレートの夫々に対応するデータパケット構造が規定
（パケット長、変調形式、などにより）される。リバースリンク上の通信が９．６ｋｂｐ
ｓから１５３．６ｋｂｐｓ（ゼロレート以外に）までの５個の異なるデータレートの一つ
により行われる。これらのデータレートの夫々についてもデータパケット構造が規定され
る。
【００２６】
　この発明は主としてリバースリンクに関係するものである。従って、リバースリンクの
ためのデータレートは以下のように設定される。
【００２７】
　　　　 レート　　　　　　　　　 データレート
　　　　 指標　　　　　　 Ｋｂｐｓ　　　　　ビット/フレーム
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　　　　　 ０　　　　　　 　　　０　　　　　　　　　　０
　　　　　 １　　　　　　 　９．６　　　　　　　　２５６
　　　　　 ２　　　　　　 １９．２　　　　　　　　５１２
　　　　　 ３　　　　　　 ３８．４　　　　　　　１０２４
　　　　　 ４　　　　　　 ７６．８　　　　　　　２０４８
　　　　　 ５　　　　　　１５３．６　　　　　　　４０９６
　以下の説明を簡単にするために、リバースリンクデータレートは秒毎叉はフレーム毎の
ビット数で表す代わりに上記のレート指標により表す。
【００２８】
　上述したように、この１ｘＥＶ－ＤＯに基づくシステムはＣＤＭＡスタンダードによっ
て構成されている。従って、リバースリンクを介して伝送されるデータは符号分割多重の
形式となっている。即ち、各アクセス端末におけるデータは対応する符号により識別され
る。各符号は通信チャンネルを規定する。従って、アクセス端末の各々叉はすべてのアク
セス端末からのデータは同じ時間に送信でき、アクセスネットワークは符号を用いること
で異なるデータソースを区別できる。
【００２９】
　符号分割多重接続（ＣＤＭ）通信は干渉制限方式である。換言すれば、送信できるデー
タ量は送信環境に存在する干渉の量により制限されることになる。背景叉は熱雑音に起因
する干渉が一定量あるが、アクセス端末送信に伴う干渉の主たる原因はその通信エリアに
ある他のアクセス端末にある。もし他の数個のアクセス端末が存在しても、それらがデー
タの伝送を殆どしていなければ干渉は殆ど無く、データを高いデータレートで送信できる
可能性がある。一方、多くのアクセス端末があり、しかもそれらが大量のデータのかたま
りを送信しているときは干渉レベルが高く、リバースリンク伝送には極めて低いデータレ
ートを用いなければならない。
【００３０】
　このように、アクセス端末夫々について適正なデータレートを決定するための構成が必
要となる。典型的なＣＤＭＡ無線通信システムは全てのアクセス端末に対して少数のデー
タレートを用いている。ＩＳ－９５スタンダードにより動作するシステムでは主として二
つのデータレートをセットとして用いている。音声及びデータ通信を行う幾つかのＣＤＭ
Ａ通信システムでは中央制御方式を用いており、レートを割り当てるのに必要な情報は一
つの中央位置に集められ、その後各アクセス端末にレートの割り当てが返送される。この
中央レート制御アルゴリズムは同じレートを全てのアクセス端末に割り当てる場合には必
要としない。この中央制御の困難な点は、１）全てのアクセス端末に対して最適なレート
を計算することおよび集中的に計算することが困難であること、２）アクセス端末との間
で制御信号を送受信するための通信コストが高くなること、および、３）“最適”レート
割り当ての有効性が、ネットワークとその機能の将来の需要に関する遅れあるいは不確実
性を考慮した場合に疑問が生じること、などである。
【００３１】
　従来の代表的なシステムに対してこの発明のシステムの異なる一つの点は、アクセス端
末に対するデータレートの計算が個々のアクセス端末の信頼性にあることである。換言す
れば、中央化の代わりに分散化されたことである。特定のアクセス端末に対する適正なデ
ータレートはリバースリンクＭａｃアルゴリズムを用いてそのアクセス端末それ自体で決
定される（ここで、Ｍａｃは多重接続通信に対する技術用語である）。リバースリンクＭ
ａｃアルゴリズムは以下に更に説明される。
【００３２】
　特定のアクセス端末がそのリバースリンクのためのデータレートを計算しているときに
は、そのもっとも高いレートを選択しようとするであろう。しかしながらそのセクタ内に
は他のアクセス端末が存在しているであろう。これらの他のアクセス端末もやはりその最
も高いレートでデータ送信を行おうとしているであろう。大体において送信に必要な電力
はそのデータレートに比例するから、各アクセス端末のデータレートが増えれば増えるほ
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どその送信電力も増加する。各端末からの送信は端末相互間の干渉量を増加させる。ある
地点では、データ送信を許容誤差内で行うことが不可能なほどに大きな干渉が起こること
がある。
【００３３】
　従って、システム内の干渉レベルに関する情報を各アクセス端末が持つことは有用なこ
とである。干渉のレベルが比較的低いときは、アクセス端末はそのデータレートをシステ
ムの全体的な動作に顕著な不都合が生じない程度に上げることができる。干渉のレベルが
極めて高い場合にはアクセス端末のデータレートを上げることは顕著な不都合を生じるこ
とになる。
【００３４】
　従って、全体の干渉のレベルは一つの実施形態ではアクセスネットワークによって検知
される。アクセスネットワークは全体の干渉のレベルが閾値を越えているか下回っている
かを決定するように構成されている。もしも干渉レベルが動作レベルを示す閾値より下で
ある場合は、アクセスネットワークはリバースアクティビティビット（ＲＡＢ）をゼロに
セットする。このＲＡＢは時には“ビジービット”ともいわれる。もしも干渉レベルが動
作レベルを示す閾値より大きい場合には、アクセスネットワークはＲＡＢ＝１にセットす
る。ＲＡＢは各アクセス端末に送信され、システム中の動作/干渉レベルを通知する。
【００３５】
　一つの実施形態において、全体の干渉のレベルは各アクセス端末のリバースリンク伝送
の電力を合計し、伝送環境の熱叉は背景雑音のレベルによって割り算することによって計
算される。つぎに、その合計値は閾値と比較される。もしもその合計値が閾値より大きい
時は、干渉レベルが大きいと判断され、ＲＡＢが１にセットされる。もしも合計値が閾値
より小さい場合には干渉レベルが低いと判断してＲＡＢが０にセットされる。
【００３６】
　リバースリンクデータ通信の動作状態はデータレートとシステム中の干渉のレベルによ
るので、適正なデータレートを計算するときには干渉のレベルを考慮に入れなければなら
ない。この発明の種々の実施形態においては、リバースリンクＭａｃアルゴリズムにおけ
るデータレートの計算は各アクセス端末にＲＡＢのかたちで供給される干渉のレベルを考
慮に入れて行われる。このリバースリンクＭａｃアルゴリズムは更に、アクセス端末のニ
ーズとシステムの物理的な制約などのファクタも考慮している。これらのファクタに基づ
いて、各アクセス端末のデータレートは各フレームで一度に計算される。
【００３７】
　リバースリンクＭａｃアルゴリズムは基本的に以下のようにして計算される。
【００３８】
　　　　 Ｒｎｅｗ＝ｍｉｎ（Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４），
　　　　 ここで、
　　　　 Ｒ１はシステムの最大のデータレート、
　　　　 Ｒ２は設定最大許容送信電力に基づくアクセス端末の最大データレート、
　　　　 Ｒ３は送信すべきキューデータにより規定されたデータレート、
　　　　 Ｒ４はこの発明の実施形態によるＲＡＢに基づく閉ループリソース割り当てレ
ートである。
【００３９】
　これらのレートＲ１－Ｒ４のそれぞれはＲｎｅｗのハード限界を設定する。換言すれば
、リバースリンクＭａｃアルゴリズムによって選択されたレートＲｎｅｗはレートＲ１－
Ｒ４のいずれよりも大きくないことが必要である。
【００４０】
　　システムの最大データレートＲ１はアクセスネットワークおよびアクセス端末を含む
システムの設計に基づいている。このデータレートＲ１はアクセスネットワークによって
設定されるが殆ど変化がなく、従って固定値と考えられる。データレートＲ1はアクセス
端末にＲｎｅｗを計算するために記憶される。
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【００４１】
　上述したように、リバースリンクデータ伝送の電力はデータ送信のレートに殆ど比例し
ているので、最大電力レベルと現在のチャネル状態とに対応する最大のレートがある。電
力に基づいた最大データレートＲ２はアクセス端末のリバースリンク送信の最大電力に基
づき、アクセス端末の設計の関数である。実際の送信電力Ｐｍａｘは一定であるが、Ｒ２

はＰｍａｘと現在のチャネル状態との関数として変化する。Ｒ２はアクセスネットワーク
からみたアクセス端末の信号のＳＩＮＲに関係しており、チャネルの利得と現在のデータ
レートとに応じて変化する。Ｒ２はアクセスネットワークから見たアクセス端末の信号の
ＳＩＮＲに関係し、このＳＩＮＲはチャネル利得とこの端末の現在のデータレートとによ
り変化する。
【００４２】
　レートＲ３は送信のために待機しているアクセス端末のキュー中にあるデータにより規
定されるデータレートである。Ｒ３は可変であり、フレーム毎に計算される。このＲ３の
目的はアクセス端末のリバースリンクデータレートを減少することであり、これは他のア
クセス端末との干渉を減少させるために送信データを少なくするか或いはゼロにするとき
のものである。従来ではこのＲ３は単に、単一のフレームにおけるキュー中の全てのデー
タを送信するのに必要なレートであった。従って、キュー中に１０２５から２０４８ビッ
トまでのデータがあるときにはレートとして７６．８ｋｂｐｓが選択された。上述のデー
タレートに関する表にある通り、レート指標４では伝送データが７６．８ｋｂｐｓでは２
０４８ビットが一つのフレームにおいて送信可能である。一方、もしキュー中に２０４９
ビットのデータがあると、一つのフレームで全てのデータを伝送するためには１５３．６
ｋｂｐｓのレート（４０９６ビット/スロット）を選択しなければならない。もしキュー
中にデータがない場合には規定されるレートはゼロである。Ｒ３を計算する際にこの従来
の方法を用いると、Ｒ３に対応するレートは、Ｒ３の以前の値にかかわりなく、レート指
標０からレート指標５までの範囲となる。
【００４３】
　閉ループリソース割り当て（ＣＬＲＡ）レートＲ４も各フレーム毎に計算される。Ｒ４

の目的は、各アクセス端末のデータレートを不必要に急激に増加しないように保持するこ
とにより他のアクセス端末が保持できる干渉値以上にならないようにすることである。Ｃ
ＬＲＡレートは現在のレートおよびレートの増加、減少の変化の所定の確率に基づいてい
る。ＣＬＲＡレートの計算に用いる確率はレートを本質的に制御してその急激な変化を抑
制する。
【００４４】
　ＣＬＲＡレートＲ４は以下のようにして計算される。これに関連する処理の流れが図４
に示されている。
【００４５】
　　　　 （１）乱数Ｖを選択する。ここで、０≦Ｖ≦１
　　　　 （２）次に、
　　　　　　　　　(i)もしＲＡＢ＝０ならば
　　　　　　　　　　　　　 Ｖ＜Ｐｉ且つＲ４＝Ｒｏｌｄ＋１

　　　　　　　　　　　　　 あるいはＲ４＝Ｒｏｌｄ

　　　　　　　　　(ii)もしＲＡＢ＝１ならば
　　　　　　　　　　　　　 Ｖ＜Ｐｉ且つＲ４＝Ｒｏｌｄ－１

　　　　　　　　　　　　　 あるいはＲ４＝Ｒｏｌｄ

　　　　 ここで、
　　　　　　　　　Ｐｉは現在レートとＲＡＢとに対応する確率、
　　　　　　　　　　　　　 （以下の表を参照）、
　　　　　　　　　Ｒｏｌｄは現在レート、
　　　　　　　　　Ｒｏｌｄ＋１は現在レートの次に高いレート、および
　　　　　　　　　Ｒｏｌｄ－１は現在レートの次に低いレートである。
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【００４６】
　種々のレート指標とＲＡＢ値に対応する確率Ｐｉは以下の表に示される。アクセス端末
が新しいデータレートの計算を始めるときにはこの端末は現在のレートで送信を行ってい
る。更にこのアクセス端末は通信を行っているアクセスネットワークからの現在のＲＡＢ
を受信する。この現在のレートは同じ行の確率Ｐｉを決定する。現在のＲＡＢは同じ列の
確率Ｐｉを決定する。
【００４７】
　一実施形態においては確率が固定されてアクセス端末中に予めプログラムされている。
更に他の実施形態では、確率はアクセスネットワークにより計算されてアクセス端末にダ
ウンロードされる。
【表１】

【００４８】
　この表に示された種々の値は、対応するレート指標とＲＡＢ値とを持つアクセス端末が
次のレート指標に変える確率を表している。“ＲＡＢ＝０”の下の列の値はＲＡＢ＝０の
ときにアクセス端末が次に高いレート指標に移る確率を示している。アクセス端末は常に
レート指標０からレート指標１に上がることが許されているので、レート指標０とＲＡＢ
＝０とに対応する値は一つである。レート指標５とＲＡＢ＝０に対応する値は、アクセス
端末がレート指標５から上に移動できないので、ゼロである。確率値Ｐ１－Ｐ４はゼロか
ら１の間の値である。
【００４９】
　“ＲＡＢ＝１”の下の列の値はＲＡＢ＝１の時にアクセス端末が次に低いレート指標に
減らす確率を示している。アクセス端末はレート指標０から下に下がることはできないの
で、レート指標０とＲＡＢ＝１に対応する値はゼロである。アクセス端末は最も低いノン
ゼロレートから更に下げられることはないので、レート指標１とＲＡＢ＝１に対応する値
はゼロである。確率値Ｐ５－Ｐ８はゼロと１の間の値である。
【００５０】
　このようにしてＲ４の計算をすることにより、システムがノットビジー（ＲＡＢ＝０）
のときにＲ４が制御されて増加し、システムがビジー（ＲＡＢ＝１）のときにＲ４が制御
されて減少するようにできる。換言すれば、計算によりＲ４をジャンプアップせずにラン
プアップして増加し、あるいは急激に減少せずにランプダウンして減少させることになる
。このランプアップ/ダウンは表１の確率によって制御される。
【００５１】
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　しかしながら、Ｒ4の決定は、この発明の種々の実施形態ではＲＡＢの現在値とともに
ＲＡＢのフィルタを通った値を考慮に入れて行われる。比較的に負荷の大きいセクタにお
いてもＲＡＢの値は通常は（０）にセットされず、又はその逆となる。この場合、信号の
変動と干渉のレベルとによりＲＡＢは１にセットされる代わりに０にセットされる。ＲＡ
Ｂが１にセットされる時間と０にセットされる時間との相対時間はセクタにおける負荷の
指標となり、各ＡＴによって直接に計測できる。従って、フィルタを通ったＲＡＢの値は
セクタの負荷の大きさを反映し、この発明の種々の実施形態において、最適レートの決定
に用いられる。ＲＡＢがゼロに設定されてノットビジーを表し、セクタが重い負荷となっ
ているときは、Ｒ4のレートの変動は抑圧され、Ｒ4が低いデータレートから高いデータレ
ートに変移する確率とレートＲ４への移行は抑圧される。アクセス端末ではセクタの負荷
に関する直接的な情報は得られないが、この発明の種々の実施形態においては、ＲＡＢの
以前に受信された値とフィルタを通ったＲＡＢの値とを用いて推定することができる。Ｒ
ＡＢの現在値のみを用いた場合には、Ｒ4のレート決定アルゴリズムに許容された最も積
極的な方法は現在のレートから次のレートへ即時にジャンプすることであり、これは移行
確率が１にセットされている時に行われる。しかしながら、幾つかのアプリケーションに
おいては、アクセス端末においてそのＲ4の値をフレーム内で数レベル増加させることが
必要となり、これによりＲ4の値の“クイックスタート”が可能となる。この発明の種々
の実施形態によれば、ＲＡＢのフィルタを通った値に示されたようにセクタの負荷に対す
るＲ4の値の決定に積極的にアクセス端末を“適応”するようにできる。この発明の種々
の実施形態によれば、Ｒ4のクイックスタートはあるデータレートから一つ叉は複数上の
データレートへの移行である。
【００５２】
　レートＲ１－Ｒ４は夫々のフレームで決定され、次のフレームのデータレートＲｎｅｗ
はこれらのレートの最小値にセットされる。ここで、ビデオ会議のアプリケーションにお
ける平均６０ｋｂｐｓのデータが形成される場合を考える。このデータは５００－１００
０バイトパケットサイズを有し、７０－８０ミリセカンドの間隔での伝送キューで受信さ
れる。最初の状態でキューにデータがなければ（かつ伝送データレートが０であれば）、
レート指標０（０ｋｂｐｓ）から１（９．６ｋｂｐｓ）までの移行に１フレーム（一つの
実施形態では約２７ミリセカンド）の時間を要する。アクセス端末により用いられる特定
の確率に従って、レート指標１から２（１９．２ｋｂｐｓ）までの移行には更に数フレー
ムを必要とする。以下、同様である。伝送データレートが６０ｋｂｐｓの受信レート以上
になるまでデータはキュー中に蓄積される。
【００５３】
　Ｒ４を計算するための確率がレート指標を二つのフレーム毎に平均１レベル増加するよ
うにすると、最初の５００バイトのパケットの伝送に６フレーム（１６０ミリセカンド）
を要するものと思われる。このとき、このパケットの後ろに蓄積されたデータは遅延され
る。データ伝送レートがデータ受信レートに追い付いたとしても、少なくともデータの一
部には有意の伝送遅れが発生する。ビデオ会議のようなアプリケーションにおいて、これ
らの遅れは許容できないものである。さらに、この実施形態では、データ伝送レートが受
信レートを上回り、キュー中のデータ量が低下し始める。もしもキュー長がゼロとなると
、Ｒ３もまたゼロとなり、ランプアッププロセスが開始されて、伝送の遅れが再び生じる
ことになる。
【００５４】
　データレートが順次増加することにより生じる初期遅れを避けるために、およびデータ
レートを再びランプアップさせる必要があるために、この発明の一実施形態のシステムで
はフィルタードＲＡＢを用いる。これにより、この発明の種々の実施形態において、Ｒ4

をある程度積極的に決定することができる。Ｒ4の決定のために、閾値Ｔｉの番号（Ｎ）
、ここで１≦ｉ≦Ｎ、および０＜Ｔ１＜Ｔ２＜・・・＜ＴＮ＜１が定義される。これらの
閾値に応じてＲ4の決定のためのＮ＋１の動作モードがある。これらのモードの違いは伝
送確率ベクトルとＲ4の決定のための最大レート移行ステップである。動作モードはフィ
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ルタを通ったＲＡＢ（ｆＲＡＢ）の値に基づいて選択することができる。ＲＡＢの値は固
定叉は可変時定数のデジタルフィルタに供給される。フィルタの時定数に対応する一定時
間に受信されたＲＡＢの値は蓄積される。Ｒ4を決定するための動作モードはｆＲＡＢの
値に基づいている。動作モードをＭｉとすると、動作モードは閾値Ｔｉと比較されるｆＲ

ＡＢの値に基づいて選択される。例えば、図５に示すように、Ｒ4の計算のための動作モ
ードを決定するためのアルゴリズムがこの発明の種々の実施形態に従って実行される。受
信されたＲＡＢの値は図３のＡＴ中のフィルタに蓄積される。プロセッサ４２はこのフィ
ルタを実現するためのメモリユニットを含む。図５のアルゴリズムは以下のように記載す
ることができる。
　　　もし０≦ｆＲＡＢ＜Ｔ１なら、ｍ１中のＲＬＭａｃを選択する。
　　　もしＴｉ－１≦ｆＲＡＢ＜Ｔｉなら、ｍｉ中のＲＬＭａｃを選択する。
　　　但し２≦ｉ＜Ｎである。
　　　もしＴＮ≦ｆＲＡＢ＜１なら、ｍＮ＋１中のＲＬＭａｃを選択する。
　更に積極的な動作モードがｆＲＡＢのより低い値に対して用いられる。例えば、モード
ｍ１は最も積極的なモードであり、Ｒ4の値がデータレートを数個のフレーム間で複数レ
ベル高い他のデータレートに移行させる。その上、Ｒ4伝送のための上側のデータレート
に対してより高い確率がｆＲＡＢのより低い値に対応する。このことは、ＲＡＢがセット
されてなく、かつ適当なデータが有効であるときにＡＴがその伝送レートを高い確率で増
加させることができることを意味する。ダウンワード伝送確率も低く、従って、ＲＡＢが
セットされているときはＡＴはその伝送レートを低下させる可能性は低い。
【００５５】
　　　　 もし０≦ｆＲＡＢ＜Ｔ１なら、ｍ１中のＲＬＭａｃを選択する。
【００５６】
　　　　 もしＴｉ－１≦ｆＲＡＢ＜Ｔｉなら、ｍｉ中のＲＬＭａｃを選択する。
【００５７】
　　　　 但し２≦ｉ＜Ｎである。
【００５８】
　　　　 もしＴＮ≦ｆＲＡＢ＜１なら、ｍＮ＋１中のＲＬＭａｃを選択する。
【００５９】
　更に積極的な動作モードがｆＲＡＢのより低い値に対して用いられる。例えば、モード
ｍ１は最も積極的なモードであり、Ｒ４の値がデータレートを数個のフレーム間で複数レ
ベル高い他のデータレートに移行させる。その上、Ｒ４伝送のための上側のデータレート
に対してより高い確率がｆＲＡＢのより低い値に対応する。このことは、ＲＡＢがセット
されてなく、かつ適当なデータが有効であるときにＡＴがその伝送レートを高い確率で増
加させることができることを意味する。ダウンワード伝送確率も低く、従って、ＲＡＢが
セットされているときはＡＴはその伝送レートを低下させる可能性は低い。
【００６０】
　一実施形態においては、合計２個の閾値（Ｎ＝２）と３個のモードとがある。モード２
とモード３とは一つのレベルにつき伝送レートの向上を可能とし、モードｍ1においては
３個のモードの内でもっとも積極的な動作を持つ。これにより、最も低いレートから複数
レベル上の指定された高いレートでの伝送を即時にできるようになる。例えば、モードｍ

1が選択され、このとき最後のＲＡＢがセットされない（セクタがノットビジー）でかつ
適切なデータが存在するときは、ＡＴでは０ｋｂｐｓから３８．４ｋｂｐｓまたは１９．
２ｋｂｐｓへの即時の伝送レート上昇が可能である。他の実施形態では、モードｍ1が選
択され、このとき最後のＲＡＢがセットされない（セクタがノットビジー）でかつ適切な
データが存在するときは、ＡＴではいかなるレートから７６．８ｋｂｐｓまたは１５３．
６ｋｂｐｓへの即時の伝送レート上昇が可能である。
【００６１】
　幾つかのアプリケーションにおいて、アクセス端末はデータを突発的に伝送するのみで
その他の時間にはアイドル状態（いかなるデータも送信しない）に維持されるアプリケー
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ションで動作している。このようなアクセス端末に対しては、データレートを早急に高い
レートに移行させ、データバーストの伝送を終了させて次のデータバーストがくるまでは
アイドルに保持されるようにすることが望ましい。このため、Ｒ4を決定するための種々
のモードを持つ多くの発明の実施形態を用いることができる。ここで、選択されたモード
はＲＡＢのフィルタを通った値に基づいている。長い時間アイドル状態であるアクセス端
末に対しては、Ｒ4の計算のためのモードを選択するために図６に示したアルゴリズムを
用いることができる。図５と図６に示したアルゴリズムの主な相違点は、ＲＡＢフィルタ
に供給されるデータビットに関係している。アクセス端末がデータを送信しているときは
、アクセスポイントから受信したＲＡＢの値はフィルタに供給される。もしアクセス端末
からデータが送信されていないときは、ＲＡＢフィルタには“０”にセットされたＲＡＢ
値が供給される。フィルタの出力は動作モードを決定するために用いられる。この場合、
アイドルモードのアクセス端末は新しくデータを受信するとＲ4を計算するためにアグレ
ッシブモードで動作させられる。基本的に、これはセクタが無負荷であって、データが存
在するときにＡＴにおいてデータレートの上昇を積極的に行うことが可能であることを必
要とする。アイドル状態のアクセス端末におけるデータ受信動作は通常は非相関状態であ
るから、このような突発性の積極的な動作は安定な動作を維持するために制御することが
できる。
【００６２】
　以上の説明はこの発明を主として方法の実施形態に適用した場合であるが、他の実施形
態も可能である。例えば、一つの実施形態では、上述したように、データにより規定され
たレートの低下を制限するようにアクセス端末が構成される。この実施形態は伝送サブシ
ステムに結合されたプロセッサを有する。この実施形態のプロセッサは、これに結合され
たメモリに格納された閾値データと、確率データと、ディケイファクタデータ等を用いて
、フレーム毎にリバースリンク用のデータレートを計算するように構成される。このプロ
セッサは次に計算されたデータレートを含む制御情報を伝送サブシステムに出力し、これ
からキューデータがアクセスネットワークに送信される。アクセス端末の構成要素は実施
形態毎に異なる内容となることは勿論である。
【００６３】
　更に他の実施形態では上述したようにランプアップ制限レートが急激に増加するように
構成されたアクセス端末を有する。この実施形態も伝送サブシステムに結合されたプロセ
ッサを有する。この実施形態におけるプロセッサは、これに結合されたメモリに格納され
た閾値データと、確率データと、過去のデータレート情報等を用いて、フレーム毎にリバ
ースリンク用のデータレートを計算するように構成される。このプロセッサは次に計算さ
れたデータレートを含む制御情報を伝送サブシステムに出力し、これからキューデータが
アクセスネットワークに送信される。ここでも、アクセス端末の構成要素は実施形態毎に
異なる内容となることは勿論である。
【００６４】
　更に他の実施形態はソフトウエアアプリケーションを有するようにできる。この実施形
態のソフトウエアアプリケーションは、伝送されるデータキューの量と、システムの干渉
レベル（例えばＲＡＢを介した）と、閾値データと、確率データと、ディケイファクタデ
ータと、他の色々なデータとに関する情報を受信し、アクセス端末からデータを送信する
ときの制限された減少データレートを計算するように構成される。他の実施形態において
、ソフトウエアアプリケーションは、通信システムがビジーであるか否か、データレート
が増加するか減少するかの確率、過去のデータレート等を示す情報を受信し、アクセス端
末からアクセスネットワークへのデータ伝送の急増データレートを計算するように構成さ
れる。ソフトウエアアプリケーションはコンピュータ叉は他のデータプロセッサにより読
み取り可能な色々な形式の媒体、例えばフロッピーディスク、ハードディスクドライブ、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＲＡＭ、またはＲＯＭなど、に記録することができる。
【００６５】
　この発明の利点と効果とは以上の記述では特定の実施形態について説明されている。こ
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れらの利点と効果、およびこれらを生み出しまたは更に明確に表す要素と限定は、請求項
のいずれかまたは全ての請求項の境界、要求または本質的な特徴を何ら制限するものでは
ない。ここで用いられている用語の「有する」、「具備する」または他のいかなる言い換
えも、これらの用語に続く要素や限定を含んで何ら限定的に解釈されることを意図するも
のではない。従って、ここに述べられた一組の要素を具えたシステム、方法、又は他の実
施形態はこれらの要素に限定されることはなく、請求項に記載された実施形態に明確に記
載がなくまたはこれらに特有な他の要素も含み得る。
【００６６】
　この発明は特定の実施形態に沿って説明したが、これらの実施形態は単なる例示に過ぎ
ず、発明の範囲はこれらの実施形態に限定されないことは勿論である。ここに説明された
実施形態についての多くの変形、変換、付加、改良が可能である。これらの変形、変換、
付加、改良などは以下の請求の範囲に詳細に述べられているこの発明の範囲内に包含され
ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】この発明の種々の形態により動作可能の無線通信システムの一部を示す図である
。
【図２】この発明の種々の形態により動作可能の無線通信システムの二つの隣接セクタ中
のアクセスネットワークとアクセス端末とをより詳細に示す図である。
【図３】この発明の種々の形態により動作可能のアクセス端末の構成を示す機能ブロック
図である。
【図４】この発明の種々の形態により閉ループリソース割り当てレートが決定される方法
を示すフローチャートである。
【図５】データレートを増加叉は減少させるための特定のアグレッシブネスレベルを夫々
持つリバースリンクのデータレートを決定するための種々のモードを決定する方法を示す
フローチャートである。
【図６】データレートを増加叉は減少させるための特定のアグレッシブネスレベルを夫々
持つリバースリンクのデータレートを決定するための種々のモードを決定する方法を示す
フローチャートである。特に、このフローチャートではアクセス端末（ＡＴ）がアイドル
状態である場合を示している。



(17) JP 4575366 B2 2010.11.4

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 4575366 B2 2010.11.4

【図５】 【図６】



(19) JP 4575366 B2 2010.11.4

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100109830
            弁理士　福原　淑弘
(74)代理人  100095441
            弁理士　白根　俊郎
(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100092196
            弁理士　橋本　良郎
(74)代理人  100100952
            弁理士　風間　鉄也
(72)発明者  ロット、クリストファー・ジェラード
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１１７、サン・ディエゴ、ナンバーシー、バルボア・テ
            ラス　３７８３
(72)発明者  アウ、ジーン・プット・リン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２２、サン・ディエゴ、ナンバー４４２２、コスタ・
            ベルデ・ブールバード　８５４０

    審査官  菊地　陽一

(56)参考文献  国際公開第０１／０３３８７１（ＷＯ，Ａ１）
              特表２００２－５３６８６８（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－２６４５８０（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０２／０３５７３５（ＷＯ，Ａ１）
              Young-uk Chung et al.，An efficient reverse link data rate control scheme for 1xEV-DV 
              system，Vehicular Technology Conference, 2001. VTC 2001 Fall. IEEE VTS 54th，IEEE，２
              ００１年，Vol.2，pp.820-823

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04J  13/00
              H04W  28/18


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

